
『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」

│
│
『
太
平
記
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
│
│

北

村

昌

幸

一

は
じ
め
に

元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
倒
幕
を
企
て
て
挫
折
し
た
後
醍
醐
天
皇
は
、
か
つ
て
の
後
鳥
羽
院
の
よ
う
に
、
隠
岐
の
島
で
流
謫
の
日
々
を

送
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
後
鳥
羽
が
か
の
地
で
崩
じ
た
の
に
対
し
、
後
醍
醐
は
都
へ
の
帰
還
を
果
た
し
て
い
る
。
一
度
は
大
敗
し

て
苦
汁
を
嘗
め
た
帝
王
が
鮮
や
か
に
返
り
咲
い
た
と
い
う
事
実
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
瞠
目
の
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
が
話
題
に

の
ぼ
る
際
、
往
々
に
し
て
想
起
さ
れ
た
の
は
、
古
代
中
国
の
越
王
勾
践
の
物
語
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
会
稽
山
で
呉
王
の
軍
門
に
降
り

な
が
ら
、
後
日
そ
の
雪
辱
を
な
し
遂
げ
た
勾
践
の
故
事
は
、
ま
さ
し
く
後
醍
醐
と
結
び
つ
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
盧
。
例
え
ば
、『
太
平

記
』
は
巻
四
に
長
々
と
呉
越
合
戦
説
話
を
引
用
し
て
、
両
者
の
相
似
を
熱
心
に
説
い
て
い
る
。
還
幸
時
で
は
な
く
護
送
時
の
叙
述
の
中
に

当
該
説
話
を
位
置
づ
け
た
の
は
、
後
醍
醐
再
起
の
予
言
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
う
え
で
の
構
成
と
み
て
よ
い
。
予
兆
や
未
来

記
を
好
ん
で
語
る
『
太
平
記
』
ら
し
い
叙
述
方
法
の
一
例
と
い
え
よ
う
。

同
じ
く
、
後
醍
醐
と
勾
践
と
を
対
置
し
て
語
る
の
が
『
梅
松
論
』
で
あ
る
。『
太
平
記
』
と
は
異
な
り
、
後
醍
醐
の
隠
岐
脱
出
後
の
叙

述
の
中
に
当
該
故
事
を
位
置
づ
け
て
お
り
、
予
言
な
ら
ぬ
論
評
の
た
め
の
引
用
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
百
字
に
満
た
な
い
分
量
で
あ
る

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」
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こ
と
も
、
大
き
な
相
違
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
注
意
を
要
す
る
の
は
む
し
ろ
、
呉
越
合
戦
に
言
及
す
る
と
き
の
素
っ
気
な
い

態
度
の
方
で
あ
る
と
思
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、『
梅
松
論
』
全
体
を
見
渡
す
と
、
中
国
故
事
と
の
類
比
を
行
う
こ
と
に
対
し
て
、
必
ず
し

も
積
極
的
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
引
用
頻
度
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
国
故
事
の
扱
い
方
そ

の
も
の
が
『
太
平
記
』
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
と
も
に
元
弘
建
武
の
内
乱
を
描
く
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
あ
い
だ
に
故
事
引
用
態
度
の
差
異
が
見
ら
れ
る
こ

と
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、『
梅
松
論
』
を
主
軸
と
し
な
が
ら
、
そ
の
歴
史
叙
述
の
あ
り
方
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

呉
越
合
戦
説
話
の
比
較

ま
ず
は
先
行
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
、『
太
平
記
』
巻
四
「
備
後
三
郎
高
徳
事
付
呉
越
事
」
に
お
け
る
呉
越
合
戦
説
話
の
引
用
の
あ
り

レ

イ
タ
ツ
ラ
ニ
ス
ル
コ
ト

ヲ

方
を
確
認
す
る
。
契
機
と
な
る
の
は
、
囚
わ
れ
の
後
醍
醐
に
あ
て
て
児
島
高
徳
が
桜
の
木
に
書
き
残
し
た
、「
天
莫
レ

冗
二

勾
践
一

ニ

ス

ニ

時
非
レ

無
二

范
蠡
一

」
と
い
う
詩
句
で
あ
る
。
こ
の
詩
を
解
説
す
る
と
い
う
体
裁
で
、『
太
平
記
』
は
呉
越
合
戦
を
語
り
始
め
る
。
神
宮
徴
古

館
本
か
ら
引
用
し
よ
う
盪
。
以
下
、『
太
平
記
』
の
引
用
は
す
べ
て
こ
れ
に
拠
る
。

御
警
固
の
武
士
共
朝
に
こ
れ
を
見
付
て
、
何
事
ぞ
何
な
る
者
か
書
た
る
ら
む
と
て
、
読
煩
て
即
上
聞
に
達
し
て
け
り
。
主
上
は
頓
て
詩
意
を
御
覚
あ

ト
カ
ム

り
て
龍
顔
殊
に
御
快
く
打
笑
せ
給
へ
ど
も
、
武
士
共
は
敢
て
其
来
歴
を
知
ざ
れ
ば
思
祟
る
事
も
無
か
り
け
り
。

ツ
ト
メ
ト

抑
此
詩
の
意
は
、
異
国
に
呉
越
と
て
双
べ
る
二
の
国
あ
り
。
此
両
国
の
諸
侯
、
み
な
王
道
を
不
行
し
て
覇
業
を
為
務

け
る
間
、
呉
は
越
を
う
ち
て

取
む
と
し
、
越
は
呉
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
并
む
と
す
。
…
…

護
送
さ
れ
る
憂
き
目
に
あ
っ
て
い
た
後
醍
醐
は
、
自
分
が
《
再
起
す
る
王＝

勾
践
》
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。
あ
ら

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」

二



か
じ
め
後
醍
醐
に
よ
る
是
認
を
ま
と
っ
た
う
え
で
展
開
し
て
い
く
当
該
故
事
は
、
作
品
世
界
の
中
で
確
か
な
意
義
を
獲
得
し
て
お
り
、
二

人
の
王
の
運
命
が
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
享
受
者
に
強
く
訴
え
か
け
て
く
る
だ
ろ
う
。
本
朝
内
乱
史
と
中
国
故
事
と
の
共
鳴
を
こ

の
よ
う
に
演
出
す
る
の
が
、
引
用
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
『
太
平
記
』
の
基
本
姿
勢
で
あ
っ
た
。
呉
越
合
戦
説
話
の
場
合
、
そ
れ
が
後
醍

醐
復
権
の
予
言
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、
相
似
関
係
を
呈
す
る
の
は
二
人
の
王
だ
け
で
は
な
い
。
勾
践
の
傍
ら
に
范
蠡
が
い
た
よ
う
に
、
後
醍
醐
の
も
と
に
も
有
能

な
忠
臣
が
い
た
か
ら
こ
そ
、「
時
非
レ

無
二

范
蠡
一

」
と
い
う
句
が
添
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
忠
臣
と
は
、
も
ち
ろ
ん
児
島
高
徳
自
身

で
あ
る
。
彼
は
范
蠡
と
同
じ
く
智
慮
あ
る
人
物
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
蘯
。
警
固
の
武
士
た
ち
に
は
理
解
で
き
な
い
詩
を
も
っ
て
、
天

皇
だ
け
に
真
意
を
伝
え
よ
う
と
し
た
高
徳
の
機
転
は
、
魚
腹
に
密
書
を
忍
ば
せ
て
勾
践
に
送
っ
た
范
蠡
の
故
事
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

ア
ジ
カ

ヤ
ス
ラ
イ

身
を
や
つ
し
形
を
か
へ
て
、
簀
に
魚
を
い
れ
て
自
こ
れ
を
荷
ひ
、
魚
を
う
る
商
人
の
学
を
し
て
呉
国
え
ぞ
行
た
り
け
る
。
姑
蘇
城
の
辺
に
徘
徊
て
勾

ヒ
ト
ヤ

践
の
御
坐
す
る
所
を
問
け
れ
ば
、
或
人
委
く
教
知
せ
て
け
り
。
范
蠡
嬉
く
思
て
彼
獄
の
辺
え
行
た
り
け
れ
ど
も
、
禁
門
の
警
固
無
間
か
り
け
れ
ば
、

ノ

一
行
の
書
を
魚
の
腹
中
に
お
さ
め
て
、
獄
中
え
ぞ
投
入
け
る
。
勾
践
こ
れ
を
恠
く
欲
て
、
魚
の
腹
を
あ
け
て
見
た
ま
へ
ば
、

セ
イ
ハ
ク
ハ

レ

ヨ
ウ
リ
ニ

ハ

ル
テ
キ
ニ

タ
リ

ハ

レ

ヲ

ス
コ
ト

ニ

西
伯
囚
二

�
里
一

、
重
耳
走
レ

�
、
皆
以
為
二

王
覇
一

、
莫
二

死
許
一レ

敵

マ
ヨ
フ

シ
ハ
サ

と
ぞ
書
た
り
け
る
。
筆
勢
文
体
更
に
可
惑
も
な
し
、
范
蠡
が
仕
業
な
り
と
見
給
け
れ
ば
、

右
の
記
事
は
『
史
記
』「
越
王
句
践
世
家
」
や
『
呉
越
春
秋
』
に
は
見
え
ず
、
日
本
で
作
ら
れ
た
逸
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
盻
。

古
活
字
本
『
平
治
物
語
』
や
『
曾
我
物
語
』、『
三
国
伝
記
』
に
も
引
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
『
太
平
記
』
を
も
と
に
書
か
れ
た
も
の

と
お
ぼ
し
い
眈
。
他
方
、
東
京
大
学
国
語
研
究
室
所
蔵
の
『
和
漢
朗
詠
集
注
』（
高
野
辰
之
氏
旧
蔵
）
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
眇
。

ア
キ

セ

イ
ト
マ

コ
ウ

匡
房
注
ニ
ハ
、
ハ
ン
レ
イ
商
人
ヲ
憑
テ
魚
ノ
腹
ニ
文
ヲ
入
テ
越
王
ノ
方
ヘ
ヤ
リ
テ
令
レ

見
、
文
章
ニ
ハ
呉
王
ニ
降
ヲ
請
テ
越
ノ
国
ヘ
皈
リ
玉
ヘ
ト
文

ヲ
ヤ
リ
ケ
レ
バ
、（
下
巻
、
雲
、「
漢
皓
秦
を
避
し
朝
」
の
注
）

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」

三



こ
の
「
匡
房
注
ニ
ハ
」
に
は
信
憑
性
が
な
い
た
め
、
魚
腹
密
書
説
が
い
つ
頃
生
じ
た
の
か
、
現
時
点
で
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
眄
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
范
蠡
が
商
人
を
頼
っ
た
と
い
う
点
や
、
密
書
の
内
容
が
詩
句
で
は
な
い
と
い
う
点
な
ど
、
独
自
の
記
述
を
有
し
て
い
る
こ
と

は
注
目
に
値
す
る
。『
太
平
記
』
成
立
以
前
に
巷
間
に
広
ま
っ
て
い
た
説
で
あ
る
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
仮
に
広
ま
っ
て
い
た
と
す
る
な

ら
ば
、『
太
平
記
』
は
わ
ざ
わ
ざ
密
書
の
文
面
を
詩
句
に
構
成
し
直
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
眩
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
詩
句
と
い

う
形
式
が
選
び
取
ら
れ
た
の
は
、
高
徳
の
詩
と
の
近
似
性
を
印
象
づ
け
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
『
太
平
記
』
は
、
本

朝
内
乱
史
と
中
国
故
事
と
を
緊
密
に
結
び
つ
け
る
べ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。
中
国
故
事
の
中
身
を
本
朝
内
乱
史
に
近

づ
け
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
逆
に
、
本
朝
内
乱
史
を
中
国
故
事
に
合
わ
せ
て
作
り
変
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
驪
姫
に
准
后
廉
子
の

「
殊
艶
尤
態
」「
善
巧
便
佞
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
色
濃
く
投
影
し
た
り
（
巻
十
二
）、
護
良
親
王
に
眉
間
尺
と
同
じ
く
剣
先
を
喰
い
切
ら
せ
た
り

し
て
い
る
の
で
あ
る
（
巻
十
三
）。
異
国
と
本
朝
と
を
繋
ぐ
意
識
は
、
と
き
に
記
事
の
捏
造
を
も
許
し
て
し
ま
う
ほ
ど
、『
太
平
記
』
の
中

で
強
く
作
用
し
て
い
た
よ
う
だ
。
と
り
わ
け
、
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
高
徳
と
范
蠡
の
智
謀
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
も
創
作
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
意
味
で
い
っ
そ
う
手
が
込
ん
で
い
る
。

な
お
、『
史
記
』
に
は
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
え
ば
、
西
施
の
登
場
も
見
逃
せ
な
い
。
当
該
説
話
の
興
趣
を
高
め
る
た
め
の
起
用
で
あ

ろ
う
が
、
呉
王
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う
彼
女
が
、
勾
践
に
と
っ
て
単
な
る
愛
妾
で
は
な
く
后
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
、
少
し
く
注
意
が
必
要

か
と
思
う
眤
。
な
ぜ
な
ら
、
後
醍
醐
も
ま
た
中
宮
と
の
悲
し
い
別
れ
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
作
中
で
は
説
話
引
用
に
先
立
っ
て
、
そ
の
こ

と
が
叙
情
的
に
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
后
と
の
仲
を
引
き
裂
か
れ
る
と
い
う
運
命
も
、
二
人
の
王
を
繋
ぐ
要
素
と
な
り
得
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
方
、『
史
記
』
に
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
削
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
越
国
が
勝
利
し
た
後
に
功
臣
大
夫

種
を
襲
っ
た
悲
劇
で
あ
る
。『
史
記
』「
越
王
句
践
世
家
」
の
本
文
を
掲
げ
て
お
く
眞
。

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」

四



ヌ

ニ

ヲ

ツ
キ
テ

シ
テ

コ
ウ
ニ
ラ
ル

ナ
リ

ト

キ
ク
ヒ

ノ
ク
チ
ハ
シ
ア
リ

ニ

ニ
ス

ヲ

ニ

ニ
ス

范
蠡
遂
去
、
自
レ

斉
遺
二

大
夫
種
書
一

曰
、「
蜚
鳥
尽
良
弓
蔵
、
狡
兎
死
走
狗
烹
。
越
王
為
レ

人
、
長
頸
鳥

喙
。
可
二

与
共
レ

患
難
、
不
レ

可
二

与
共

ヲ

ソ

ル

ヲ

ヲ

ニ

ヲ

タ
リ

ノ

ヲ

楽
。
子
何
不
レ

去
」。
種
見
レ

書
、
称
レ

病
不
レ

朝
。
人
或
讒
、「
種
且
作
乱
」。
越
王
乃
賜
二

種
剣
一

曰
、「
子
教
二

寡
人
伐
レ

呉
七
術
一

。
寡
人
用
二

其
三
一

而

ヲ

ニ

ニ

シ
ヌ

敗
レ

呉
。
其
四
在
レ

子
。
子
為
レ

我
従
レ

先
王
試
之
」。
種
遂
自
殺
。（
返
り
点
、
原
文
マ
マ
）

じ
つ
は
范
蠡
は
主
君
勾
践
を
全
面
的
に
は
信
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
戦
乱
が
終
結
す
る
や
、
身
に
災
い
が
降
り
か

か
る
の
を
恐
れ
て
斉
に
奔
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
方
、
越
に
留
ま
っ
た
大
夫
種
は
、
叛
意
を
疑
わ
れ
て
死
を
賜
る
こ
と
と
な
る
。
讒

言
を
信
じ
や
す
い
勾
践
の
愚
か
さ
が
実
証
さ
れ
た
形
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
勾
践
像
は
日
本
の
文
献
に
も
見
え
て

お
り
、
例
え
ば
、『
和
漢
朗
詠
集
永
済
注
』
下
巻
、
雲
、「
漢
皓
秦
を
避
し
朝
」
の
注
に
は
、

越
王
ヲ
シ
ミ
テ
、
ユ
ル
シ
タ
マ
ハ
ザ
リ
ケ
レ
ド
モ
、（
范
蠡
は
）「
君
ニ
項
長
鳥
口
ノ
相
イ
マ
ス
。
コ
レ
賢
人
ヲ
害
ス
ル
相
也
」
ト
イ
ヒ
テ
、
ヒ
ソ
カ

ニ
妻
子
ヲ
ヒ
キ
ヰ
テ
、
フ
ネ
一
艘
ニ
ノ
リ
テ
、
五
湖
ト
イ
フ
ミ
ヅ
ウ
ミ
ニ
ウ
カ
ビ
テ
、
サ
リ
ケ
レ
バ
、（
中
略
）
句
践
ハ
、
ノ
チ
ニ
、
ツ
ヒ
ニ
、
呉

ノ
タ
メ
ニ
ウ
タ
レ
ニ
ケ
リ
。

と
あ
る
眥
。「
賢
人
ヲ
害
ス
ル
」
愚
か
な
王
が
再
び
呉
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
創
作
記
述
は
、
前
掲
『
史
記
』
の
醸
し
出
す
マ

イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
膨
ら
ま
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
太
平
記
』
の
勾
践
像
に
は
そ
の
片
鱗
す
ら
窺
え
な
い
。

范
蠡
が
禄
を
受
け
取
ら
ず
に
宮
廷
を
退
い
た
の
は
、
主
君
の
短
所
を
危
ぶ
ん
だ
か
ら
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
功
な
り
名
と
げ
て
身
退

は
天
道
な
り
」
と
い
う
無
欲
さ
眦
ゆ
え
と
さ
れ
る
。
大
夫
種
の
讒
死
に
つ
い
て
も
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
結
果
的
に
勾
践
は
最
後
ま

で
《
正
し
き
王
》
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。『
史
記
』
を
読
ん
で
い
れ
ば
当
然
知
っ
て
い
る
は
ず
の
「
狡
兎
死
し
て
走
狗
烹
ら
る
」
と

い
う
逸
話
を
、『
太
平
記
』
が
採
ら
な
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
《
正
し
き
王
》
と
し
て
の
人
物
形
象
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ

ろ
う
眛
。
後
醍
醐
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
た
る
越
王
勾
践
像
に
は
幾
重
に
も
作
為
が
施
さ
れ
て
い
る
。
鬱
屈
か
ら
喜
悦
へ
と
至
る
後
醍
醐
の
物
語

は
、
周
到
に
準
備
さ
れ
た
故
事
と
の
響
き
合
い
を
通
じ
て
、
い
よ
い
よ
強
い
輝
き
を
放
つ
こ
と
と
な
る
眷
。

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」
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で
は
続
い
て
、『
梅
松
論
』
の
呉
越
合
戦
記
事
を
見
て
み
よ
う
。
前
述
の
と
お
り
、
後
醍
醐
が
隠
岐
を
脱
出
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
た
後

に
、
問
題
の
記
事
が
現
れ
る
。『
梅
松
論
』
は
鏡
物
形
式
の
作
品
で
あ
る
た
め
、
本
来
な
ら
語
り
手
の
発
言
と
し
て
カ
ギ
カ
ッ
コ
で
括
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
引
用
は
京
大
本
に
よ
る
眸
。

既
ニ
此
事
風
聞
之
間
、
先
山
陽
山
陰
両
道
十
六
ヶ
国
ノ
軍
士
等
悉
皆
君
ノ
御
方
ニ
参
ズ
。
併
天
ノ
与
ル
ト
ゾ
覚
シ
。
伝
聞
越
王
勾
践
ノ
軍
破
テ
呉
王

ノ
為
ニ
ト
ラ
ハ
レ
シ
カ
共
、
智
臣
范
蠡
ガ
謀
ヲ
メ
グ
ラ
シ
、
囹
囲
ヲ
遁
レ
、
会
稽
ニ
戦
テ
呉
ヲ
亡
ス
。
偏
ニ
范
蠡
ガ
遠
慮
ニ
ヨ
レ
リ
。
呉
王
夫
差
ノ

亡
ケ
ル
ハ
、
忠
臣
吾
子
胥
ガ
イ
サ
メ
ゴ
ト
ヲ
不
用
故
也
。
然
ニ
君
今
度
隠
岐
ヲ
出
給
事
ハ
、
智
臣
謀
ニ
非
ズ
。
只
正
ク
天
ノ
与
ル
所
也
。

「
会
稽
ニ
戦
テ
呉
ヲ
亡
ス
」
と
あ
る
が
、
勾
践
が
夫
差
を
追
い
詰
め
て
勝
利
し
た
場
所
は
姑
蘇
山
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
会
稽
と
は
勾
践
が
敗
北
を
喫
し
た
地
で
あ
る
。
同
じ
誤
り
は
学
習
院
大
学
本
『
平
治
物
語
』
下
巻
に
も
見
ら

れ
、
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
の
だ
が
、
い
ま
は
さ
て
措
こ
う
睇
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
引
用
文
の
後
半
で
あ
る
。『
梅
松
論
』
は
范

蠡
の
深
謀
遠
慮
を
称
え
、
勾
践
の
復
権
を
そ
の
「
謀
」
の
賜
物
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
自
体
は
何
の
問
題
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
引
き

続
き
、
逆
接
語
「
然
ニ
」
を
冠
し
た
う
え
で
、
後
醍
醐
天
皇
の
復
権
を
「
智
臣
謀
ニ
非
ズ
。
只
正
ク
天
ノ
与
ル
所
」
で
あ
っ
た
と
説
い
て

い
る
た
め
に
、
き
わ
め
て
大
き
な
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。
も
し
『
梅
松
論
』
の
主
張
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、「
智
臣
謀
」
が
役
立

っ
た
か
否
か
と
い
う
点
で
、
か
つ
「
天
ノ
与
ル
所
」
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
で
、
勾
践
と
後
醍
醐
と
は
重
な
り
合
わ
な
く
な
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
本
筋
と
は
異
質
の
先
例
が
歴
史
叙
述
の
中
に
引
か
れ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
珍
し
く
は
な
い
。
た
だ
し
そ
の
場
合
は
、
異

質
と
い
っ
て
も
、
反
転
の
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。『
太
平
記
』
巻
十
一
「
五
大
院
右
衛
門
宗
繁
事
」
に
は
、
亡
き
主
君

へ
の
忠
節
を
枉
げ
な
か
っ
た
程
嬰
や
予
譲
を
想
起
す
る
こ
と
に
よ
り
、
北
条
高
時
の
遺
児
を
敵
に
差
し
出
し
た
宗
繁
に
対
し
て
批
判
的
な

目
を
む
け
る
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
巻
三
十
二
の
虞
舜
至
孝
説
話
は
、
孝
と
い
う
観
点
に
お
い
て
対
極
に
位
置
す
る
足
利
直
冬
へ
の
批
判
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梅
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に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
手
法
に
よ
る
故
事
利
用
は
『
平
家
物
語
』
に
も
見
ら
れ
、
巻
五
「
都
遷
」
で
は
、
巨
費
の
投
じ
ら
れ
た

福
原
京
と
堯
代
の
質
素
な
宮
殿
と
が
対
比
さ
れ
、
巻
九
「
樋
口
被
討
罰
」
で
は
、
都
を
一
時
制
圧
し
た
義
仲
と
、
占
領
の
功
を
項
羽
に
譲

っ
た
漢
高
祖
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
言
う
な
れ
ば
、
同
じ
座
標
軸
上
の
正
と
負
に
分
か
た
れ
る
も
の
で
あ
る
。

他
方
、『
梅
松
論
』
の
呉
越
合
戦
記
事
は
、
合
致
例
で
も
な
け
れ
ば
反
転
例
で
も
な
い
。
故
事
の
説
く
《
智
臣
に
よ
る
勝
利
》
と
本
筋

の
《
天
命
に
よ
る
勝
利
》
と
は
、
似
て
非
な
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
梅
松
論
』
の
独
断
専
行
で
あ

る
。
原
拠
た
る
『
史
記
』
に
は
、
夫
差
を
赦
そ
う
と
し
た
勾
践
に
む
か
っ
て
、
范
蠡
が
「
越
の
勝
利
は
天
が
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
逆
ら

っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
諫
止
す
る
場
面
が
あ
る
。《
天
命
》
の
介
在
を
認
め
る
の
が
本
来
的
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。

ス

ニ

ヲ

ニ

ニ

サ
カ
フ

ニ

ヤ

勾
践
不
レ

忍
欲
レ

許
之
。
范
蠡
曰
、「
会
稽
之
事
天
以
レ

越
賜
レ

呉
、
呉
不
レ

取
。
今
天
以
レ

呉
賜
レ

越
、
越
其
可
レ

逆
レ

天
乎
」。

『
太
平
記
』
は
こ
れ
を
受
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
引
用
説
話
中
の
范
蠡
に
「
今
還
て
天
越
に
呉
を
与
た
り
。
取
こ
と
無
は
越
復
如
此
の
害

に
可
逢
な
り
」
と
語
ら
せ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
児
島
高
徳
を
し
て
「
天
莫
レ

冗
二

勾
践
一

」
と
い
う
詩
句
を
書
か
せ
る
の
で
あ
る
。
は
た

し
て
梅
松
論
作
者
は
、
こ
う
し
た
故
事
理
解
を
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
仮
に
知
っ
て
い
な
が
ら
睚
《
天
命
》
を
否
定
し
た
の
だ
と

す
れ
ば
、
重
な
り
合
う
べ
き
二
人
の
王
の
あ
い
だ
に
、
意
図
的
に
懸
隔
を
設
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
も
し
知
ら
な
か

っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
梅
松
論
作
者
は
最
初
か
ら
両
者
を
別
種
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
一
座
標
軸
上
に
な

い
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
そ
の
違
い
を
示
そ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、『
梅
松
論
』
が
作
中
に
呉

越
合
戦
記
事
を
取
り
込
ん
だ
の
は
、『
太
平
記
』
の
ご
と
く
本
筋
の
展
開
に
棹
さ
す
た
め
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
筋
と
故
事

と
が
結
合
し
な
い
こ
と
を
堂
々
と
宣
言
す
る
こ
の
記
述
の
裏
に
、
い
か
な
る
意
図
が
潜
ん
で
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
最
後
で
述

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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梅
松
論
』
に
お
け
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三
「
異
朝
」
と
の
心
理
的
距
離

『
梅
松
論
』
の
中
に
は
、
引
用
の
必
然
性
が
疑
わ
れ
る
中
国
故
事
が
他
に
も
見
ら
れ
る
。
後
醍
醐
天
皇
が
隠
岐
を
脱
出
す
る
際
、
舟
を

操
る
者
に
む
か
っ
て
釣
り
舟
を
装
う
こ
と
を
提
案
す
る
く
だ
り
は
、
最
も
わ
か
り
や
す
い
例
だ
ろ
う
。

直
勅
シ
テ
宣
ク
、「
汝
敵
ノ
舟
ヲ
恐
ル
ヽ
事
ナ
カ
レ
。
急
ギ
コ
ギ
向
テ
ツ
リ
ヲ
タ
ル
ベ
シ
。
伝
聞
異
朝
ノ
大
公
望
ハ
渭
水
ニ
釣
ヲ
シ
テ
文
王
ノ
車
ノ

右
ニ
乗
テ
カ
ヘ
リ
キ
。
努
々
恐
事
ナ
カ
レ
」
ト
云
々
。

後
醍
醐
は
先
蹤
と
し
て
太
公
望
の
故
事
に
言
及
し
て
い
る
。
だ
が
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
周
の
文
王
が
智
臣
を
得
た
話
で
あ
っ
て
、
断

じ
て
敵
の
追
尾
を
か
わ
す
話
な
ど
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
き
わ
め
て
杜
撰
な
故
事
利
用
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
天
理
本

『
梅
松
論
』
に
お
い
て
当
該
故
事
が
削
除
さ
れ
て
い
る
の
も
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
節
の
呉
越
合
戦
記
事
お
よ
び
こ
の
事
例
か
ら
帰

納
す
る
に
、
本
来
の
『
梅
松
論
』
は
中
国
故
事
の
引
勘
を
行
う
に
際
し
、
対
象
の
内
容
を
吟
味
し
て
巧
み
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
こ
う
と
す

る
積
極
性
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
さ
ら
に
視
野
を
広
げ
て
い
く
と
、
故
事
と
の
共
鳴
を
中
途
半
端
に
投
げ
出
し
て
い
る
事
例
が
複
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。
ま
ず
は
上
巻
末
尾
の
一
節
、
建
武
三
年
正
月
の
合
戦
に
よ
っ
て
内
裏
が
焼
亡
し
た
こ
と
を
伝
え
る
記
述
を
引
用
す
る
。

伝
聞
秦
ノ
戦
破
テ
楚
漢
両
軍
漢
陽
宮
ノ
阿
房
宮
室
ヲ
ホ
ロ
ボ
シ
ケ
ル
事
ハ
異
朝
ノ
事
ナ
レ
バ
、
思
ヤ
ル
計
ナ
リ
。
寿
永
三
年
ノ
平
家
ノ
都
落
モ
加
様

ヤ
ト
哀
也
。

『
梅
松
論
』
は
「
加
様
ヤ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
建
武
内
乱
と
『
平
家
物
語
』
の
世
界
と
を
結
び
付
け
て
い
る
。
で
は
、
先

に
置
か
れ
た
中
国
故
事
と
の
関
係
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
一
見
す
る
と
、
秦
の
阿
房
宮
の
焼
亡
は
こ
こ
で
例
証
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
よ

う
に
読
め
な
く
も
な
い
。
だ
が
、「
思
ヒ
ヤ
ル
計
ナ
リ
」
の
「
ば
か
り
」
が
醸
し
出
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
微
妙
だ
。
こ
れ
は
〈
異
朝
の
出
来

『
梅
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に
お
け
る
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朝
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事
な
の
だ
か
ら
、
想
像
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
、
正
確
に
は
知
り
得
な
い
〉
と
言
っ
て
い
る
の
に
等
し
い
の
で
は
な
い
か
。
秦
朝
滅
亡

の
悲
惨
さ
の
レ
ベ
ル
が
判
然
と
し
な
い
以
上
、
は
た
し
て
そ
れ
が
類
例
と
な
り
得
る
の
か
│
│
同
程
度
の
破
滅
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と

も
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
恐
ろ
し
い
破
滅
で
あ
っ
た
の
か
│
│
、
最
終
的
な
判
断
は
棚
上
げ
に
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

『
梅
松
論
』
が
引
き
続
き
寿
永
の
平
家
都
落
ち
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
あ
た
か
も
仕
切
り
直
し
と
い
っ
た
感
が
あ
る
。

一
方
、『
太
平
記
』
は
同
じ
比
較
を
す
る
際
、『
梅
松
論
』
が
踏
み
と
ど
ま
っ
た
一
線
を
越
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
建
武
内
乱
の
被
害
が

い
か
に
烈
し
か
っ
た
か
を
伝
え
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
当
て
推
量
に
よ
っ
て
、
秦
朝
滅
亡
に
お
け
る
破
壊
規
模
の
方
を
格
下
に
位
置
づ
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
巻
十
四
「
長
年
帰
京
事
付
大
裏
炎
上
事
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ノ

ノ

猛
火
大
裏
に
か
ゝ
り
て
、
前
殿
・
後
宮
・
諸
司
八
省
・
三
十
六
殿
・
十
二
門
、
指
も
大
廈
の
構
、
徒
に
一
時
の
灰
燼
と
成
に
け
り
。
越
王
呉
を
ほ
ろ

ぼ
し
て
姑
蘇
城
一
片
の
煙
と
な
り
、
項
羽
秦
を
か
た
む
け
て
、
咸
陽
宮
三
月
の
火
を
盛
に
せ
し
、
呉
越
・
秦
楚
の
古
も
、
是
に
は
余
も
不
過
と
、
浅

増
か
り
し
世
間
な
り
。

三
箇
月
も
燃
え
続
け
た
咸
陽
宮
の
有
様
が
、
こ
の
と
き
の
内
裏
炎
上
に
劣
る
と
い
う
の
は
、
文
面
ど
お
り
に
は
受
け
取
れ
ま
い
。
言
説
上

の
誇
張
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
形
で
中
国
故
事
を
利
用
す
る
の
が
『
太
平
記
』
な
の

だ
。『
梅
松
論
』
が
表
明
し
て
い
る
よ
う
な
隔
た
り
の
感
覚
な
ど
、
そ
こ
に
は
微
塵
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
に
、『
太
平

記
』
の
随
所
で
故
事
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
と
き
、
右
の
傍
線
部
「
こ
れ
に
は
よ
も
過
ぎ
じ
」
以
外
に
も
、「
…
…
に
異
な
ら
ず
」「
か

く
や
と
覚
え
て
」「
…
…
に
相
似
た
り
」
な
ど
の
言
い
回
し
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
挙
げ
て
お
こ
う
。

巻
三
「
宮
方
敗
北
事
」
俄
事
に
て
網
代
輿
だ
に
も
無
か
り
け
れ
ば
、
張
輿
の
恠
気
な
る
に
扶
乗
ま
ひ
ら
せ
て
、
先
南
都
内
山
え
入
た
て
ま
つ
る
。
只

イ
ン
タ
ウ
ノ

シ
ホ

殷
湯
夏
台
に
囚
れ
、
越
王
会
稽
に
降
し
昔
の
夢
に
異
な
ら
ず
。
こ
れ
を
聞
見
る
人
ご
と
に
袖
を
絞
ら
ぬ
は
無
か
り
け
り
。

巻
三
十
四
「
畠
山
入
道
々
誓
上
洛
事
」
其
外
の
大
名
も
一
勢
々
々
引
分
て
、
或
は
同
毛
の
鎧
冑
着
て
五
百
騎
、
千
騎
打
も
あ
り
。
或
は
四
尺
五
尺
の

シ
ン
サ
ヤ

シ
ヤ
ウ

ク
ツ

白
太
刀
に
、
虎
皮
の
尻
鞘
引
こ
み
、
一
様
に
二
振
帯
副
て
、
百
騎
、
二
百
騎
打
も
あ
り
。
只
孟
嘗
君
が
三
千
の
客
悉
玉
履
を
は
き
て
、
春
信
が
富
を

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」
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あ
ざ
む
き
し
も
、
角
哉
と
覚
て
目
紋
な
り
。

ノ

ノ

ノ
ノ

巻
三
十
八
「
相
模
守
清
氏
討
死
事
付
西
長
尾
城
落
事
」
備
前
国
飽
浦
薩
摩
権
守
、
宮
方
に
一
味
し
て
海
上
に
推
浮
び
、
小
笠
原
美
濃
守
、
清
氏
に
同

ギ

ノ

心
し
て
海
道
を
差
塞
け
る
間
、
右
馬
頭
の
兵
は
日
々
に
減
じ
て
落
ゆ
き
、
相
模
守
の
勢
は
国
々
に
遍
く
充
満
す
。
魏
将
司
馬
仲
達
が
、
蜀
の
討
手
に

む
か
ひ
、
闘
は
で
勝
こ
と
を
得
た
り
け
ん
、
其
謀
に
相
似
た
り
。

「
異
な
ら
ず
」
型
の
例
は
、
ほ
か
に
巻
十
四
「
聖
主
都
落
事
付
勅
使
河
原
自
害
事
」
や
巻
三
十
六
「
頓
宮
四
郎
心
易
事
付
清
氏
参
南
帝

事
」
に
も
存
在
す
る
。
ま
た
「
か
く
や
と
覚
え
て
」
型
に
つ
い
て
は
、
巻
九
「
六
波
羅
合
戦
事
付
平
氏
没
落
事
」、
巻
七
「
吉
野
城
合
戦

事
」、
巻
三
十
二
「
神
南
合
戦
事
」
に
、「
相
似
た
り
」
型
に
つ
い
て
は
、
巻
二
十
七
「
執
事
兄
弟
奢
侈
悪
行
事
」
な
ど
に
用
例
が
見
ら
れ

る
。
増
田
欣
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
う
い
っ
た
表
現
は
、
古
活
字
本
に
お
い
て
は
都
合
三
十
八
例
が
計
上
さ
れ
る
と
い
う
睨
。
本
朝
内

乱
史
の
一
齣
と
中
国
故
事
と
は
、『
太
平
記
』
の
中
で
こ
の
よ
う
に
結
合
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
性
格
の
一
面
を
形

づ
く
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
中
国
と
日
本
と
を
結
び
つ
け
る
叙
述
は
、『
平
家
物
語
』
に
も
数
多
く
見
出
せ
る
が
、
こ
こ

で
は
一
例
だ
け
挙
げ
て
お
き
た
い
。

強
呉
忽
に
ほ
ろ
び
て
、
姑
蘇
台
の
露
荊
棘
に
う
つ
り
、
暴
秦
す
で
に
衰
て
、
咸
陽
宮
の
煙
へ
い
け
い
を
か
く
し
け
ん
も
、
か
く
や
と
お
ぼ
え
て
哀

也
睫
。

覚
一
本
の
巻
七
「
聖
主
臨
幸
」
の
一
節
で
あ
る
。『
和
漢
朗
詠
集
』「
故
宮
」
の
詩
句
を
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
呉
の
姑
蘇

台
を
も
取
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
咸
陽
宮
滅
亡
と
平
家
都
落
ち
と
を
比
べ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
前
掲
の
『
梅
松
論
』
の

記
事
と
の
関
係
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
梅
松
論
』
は
こ
の
「
聖
主
臨
幸
」
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
し
か
し
「
か
く
や
と
お
ぼ
え
て
」

（
延
慶
本
「
是
ニ
ハ
ス
ギ
ジ
」）
に
は
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
建
武
三
年
正
月
の
内
裏
炎
上
を
描
き
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、『
梅
松
論
』
に
お
け
る
、
想
像
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
「
異
朝
」、
正
確
に
は
把
握
で
き
な
い
「
異
朝
」
と
い
う
認
識
は
、
次

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」
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に
挙
げ
る
箇
所
か
ら
も
窺
え
る
。
下
巻
の
は
じ
め
、
天
皇
方
の
結
城
親
光
が
討
ち
取
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。

大
友
ハ
目
ノ
上
ヲ
ヨ
コ
サ
マ
ニ
切
ラ
レ
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
大
事
ノ
手
ナ
リ
ケ
レ
バ
、
ハ
チ
マ
キ
ニ
テ
頭
ヲ
カ
ラ
ゲ
輿
ニ
ノ
テ
親
光
ガ
頸
ヲ
持
参
ス
。
事

ノ
体
誠
ニ
ユ
ヽ
シ
ク
ゾ
見
エ
シ
。
樊
於
期
予
譲
ナ
ド
ガ
振
舞
ハ
異
朝
ノ
事
ナ
レ
バ
又
類
モ
ア
リ
ツ
ラ
ン
、
親
光
ガ
最
後
ノ
フ
ル
マ
イ
譜
代
ノ
勇
士
勿

論
也
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
今
更
哀
也
シ
事
也
。

『
梅
松
論
』
は
復
讐
に
命
を
か
け
た
樊
於
期
と
予
譲
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
だ
が
、
親
光
と
の
類
似
性
が
積
極
的
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る

印
象
は
薄
い
。
主
君
の
仇
の
趙
襄
子
を
狙
い
続
け
た
予
譲
は
と
も
か
く
、
一
族
の
仇
を
う
つ
た
め
に
自
分
の
首
級
を
荊
軻
に
託
し
た
樊
於

期
の
伝
記
が
、
親
光
の
先
例
と
し
て
適
切
で
な
い
こ
と
は
自
明
だ
ろ
う
。
大
友
が
親
光
の
首
級
を
持
ち
運
ん
だ
こ
と
か
ら
連
想
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
二
人
は
敵
同
士
で
あ
っ
て
、
樊
於
期
の
故
事
と
は
ま
っ
た
く
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
天
理
本
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
所

以
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
故
事
ま
で
も
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
右
の
記
事
で
最
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
じ
つ
は
故
事

の
内
実
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。
む
し
ろ
こ
こ
は
、「
類
モ
ア
リ
ツ
ラ
ン
」
と
さ
れ
る
中
国
の
壮
士
た
ち
に
対
し
、
結

城
親
光
が
日
本
史
上
ひ
と
り
傑
出
し
て
い
る
こ
と
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
に
お
け
る
類
例
の
多
寡
を

比
べ
る
こ
と
こ
そ
が
本
旨
な
の
で
は
な
い
か
。『
梅
松
論
』
は
そ
の
際
に
、
前
述
の
例
と
同
様
、
や
は
り
「
異
朝
」
に
対
す
る
非
断
定
的

な
口
調
を
選
び
取
り
、「
異
朝
の
こ
と
だ
か
ら
、
他
に
も
い
ろ
い
ろ
例
は
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
睛
。

「
異
朝
」
の
話
題
に
深
く
立
ち
入
ら
な
い
態
度
は
、
上
下
巻
に
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
る
将
軍
論
の
中
に
も
見
え
て
い
る
。
ま
ず
は
上
巻

か
ら
引
用
し
よ
う
。

和
漢
共
ニ
将
軍
ト
申
ハ
、
朝
敵
ヲ
討
武
将
ノ
職
也
。
サ
レ
バ
異
朝
、
秦
ノ
将
軍
ハ
白
起
、
漢
ノ
将
軍
ハ
韓
信
、
司
馬
尚
書
、
蜀
ノ
将
ハ
諸
鐚
亮
、
唐

ノ
将
ハ
李
請
李
倩
、
呉
ノ
将
ハ
孫
�
、
魏
ハ
呉
起
、
燕
ハ
楽
毅
、
是
等
也
。
日
本
ノ
事
ハ
誰
モ
皆
知
ル
所
也
。
少
ハ
申
ベ
シ
。
其
中
ニ
征
夷
将
軍
、

鎮
守
府
将
軍
ハ
勅
ヲ
蒙
ラ
ザ
ル
モ
多
シ
。
是
ハ
戦
功
ア
ル
時
将
軍
ト
セ
ウ
ス
ル
所
也
。
一
先
人
王
十
二
代
景
行
天
皇
御
宇
、
東
夷
謀
ス
。
御
子
日
本

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」
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武
尊
ヲ
以
テ
大
将
ト
シ
テ
征
伐
シ
給
フ
。
同
十
五
代
神
宮
皇
后
自
ラ
将
軍
ト
シ
テ
諏
訪
住
吉
二
神
ト
相
伴
ヒ
給
テ
、
韓
ヲ
平
ゲ
給
フ
。
同
卅
二
代
用

明
天
皇
ノ
御
宇
、
厩
戸
ノ
太
子
ハ
、
自
将
軍
ト
シ
テ
守
屋
大
臣
ヲ
誅
給
フ
。
同
卅
九
代
天
智
天
皇
ハ
大
職
冠
鎌
足
ヲ
以
テ
入
鹿
ノ
大
臣
ヲ
誅
給
フ
。

同
四
十
代
天
武
天
皇
ハ
自
大
将
ト
シ
テ
、
大
友
皇
子
ヲ
討
。
清
見
原
ノ
天
皇
是
也
。
同
四
十
五
代
聖
武
天
皇
ハ
大
野
東
人
ヲ
以
テ
大
将
ト
シ
テ
、
右

近
衛
少
将
兼
太
宰
大
弐
藤
原
広
嗣
ヲ
被
討
。
松
浦
ノ
鏡
明
神
是
也
。
同
四
十
六
代
称
徳
天
皇
女
帝
、
中
納
言
兼
鎮
守
府
将
軍
坂
上
苅
田
丸
ヲ
以
テ
大

将
軍
ト
シ
テ
、
淡
路
廃
帝
并
与
党
藤
原
仲
丸
ヲ
誅
伐
セ
ラ
ル
。
恵
美
押
勝
ト
号
ス
。
同
五
十
代
桓
武
天
皇
平
氏
祖
、
中
納
言
兼
鎮
守
府
将
軍
坂
上
ノ
田

村
丸
ヲ
ツ
カ
ハ
シ
テ
、
奥
州
夷
狄
赤
髪
已
下
ノ
凶
賊
ヲ
平
ゲ
ラ
ル
。
同
五
十
二
代
嵯
峨
天
皇
ハ
、
鎮
守
府
将
軍
坂
上
錦
丸
ヲ
以
テ
、
右
近
衛
督
藤
原

仲
成
ヲ
誅
セ
ラ
ル
。
同
六
十
一
代
朱
雀
院
ハ
、
平
兼
盛
并
藤
原
秀
郷
両
将
軍
ヲ
以
テ
、
平
将
門
ヲ
討
タ
ル
。
同
七
十
代
後
冷
泉
院
御
宇
、
永
承
年
中
、

陸
奥
守
源
頼
義
ヲ
以
、
安
部
貞
任
等
ヲ
平
ゲ
ラ
ル
。
同
七
十
二
代
白
川
院
御
宇
、
永
保
年
中
、
陸
奥
守
兼
鎮
守
府
将
軍
源
義
家
ヲ
以
テ
、
清
原
武
衡
ヲ

誅
セ
ラ
ル
。（
以
下
略
）

あ
え
て
長
々
と
掲
出
し
た
の
は
、
二
つ
の
国
の
将
軍
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
歴
然
た
る
格
差
を
直
截
的
に
示

す
た
め
で
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
通
り
、
中
国
の
将
軍
は
わ
ず
か
に
王
朝
名
と
名
前
と
が
記
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。『
史
記
』「
白
起
王
翦

列
伝
」「
淮
陰
侯
列
伝
」「
孫
子
呉
起
列
伝
」「
楽
毅
列
伝
」
な
ど
の
主
人
公
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
皆
そ
れ
な
り
の
武
勇
伝
を
有
し
て
い
る

と
い
う
の
に
、
そ
う
し
た
要
素
に
は
一
切
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
日
本
の
将
軍
は
と
い
え
ば
、
当
人
の
名
前
の
み
な
ら
ず
、

当
時
在
位
し
て
い
た
天
皇
の
名
や
、
征
伐
し
た
相
手
の
名
前
ま
で
も
が
詳
し
く
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
聖
徳
太
子
や
天
武
天
皇

な
ど
、
あ
ま
り
将
軍
と
は
呼
ば
れ
な
い
よ
う
な
人
物
ま
で
も
が
含
ま
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
本
朝
史
解
説
は
過
剰
で
あ
る
。

続
い
て
下
巻
の
将
軍
論
を
取
り
上
げ
よ
う
。
上
巻
の
場
合
は
語
り
手
の
言
で
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
夢
窓
疎
石
の
発
言
の
中
に
見
え
る

も
の
で
あ
る
。

殊
ニ
将
軍
ハ
君
ヲ
守
リ
国
ノ
乱
ヲ
治
ル
職
也
。
ヲ
ボ
ロ
ゲ
ノ
事
ニ
非
ズ
。
異
朝
ノ
事
ハ
ヲ
ク
。
田
村
利
仁
頼
光
保
昌
、
異
賊
ヲ
退
治
ス
ト
イ
ヘ
共
、

威
勢
国
ニ
及
ズ
。
治
承
以
来
右
幕
下
頼
朝
、
征
夷
大
将
軍
ノ
職
ヲ
カ
ネ
、
武
家
政
務
ヲ
自
専
シ
、
賞
罰
私
ナ
シ
ト
イ
ヘ
共
、
罰
ノ
カ
ラ
キ
故
ニ
、
仁
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梅
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る
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ノ
カ
ケ
タ
ル
カ
ト
見
ユ
。
今
征
夷
大
将
軍
尊
氏
ハ
、
仁
徳
ヲ
カ
ネ
給
上
ニ
、
三
ノ
大
ナ
ル
徳
マ
シ
マ
ス
也
。

こ
こ
で
「
異
朝
」
へ
の
言
及
を
止
め
て
い
る
点
は
象
徴
的
と
い
え
よ
う
。
上
巻
と
の
重
複
を
避
け
た
結
果
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
な

ら
ば
、
日
本
国
内
の
先
例
に
つ
い
て
も
同
じ
対
応
が
取
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
梅
松
論
』
は
「
利
仁
頼
光
保
昌
」

の
名
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
が
将
軍
の
条
件
「
国
ノ
乱
ヲ
治
ル
」
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
確
認
し
、
結
果
的
に
先
例
「
右
幕

下
頼
朝
」
の
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
本
朝
の
歴
史
に
多
く
の
関
心
を
寄
せ
る
と
い
う
基
本
的
態
度
は
、
上
巻
か
ら
一
貫
し
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
下
巻
の
終
局
部
に
は
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

唐
堯
虞
舜
ハ
異
朝
ノ
コ
ト
ナ
レ
バ
是
非
ニ
及
バ
ズ
、
末
代
ニ
モ
カ
ヽ
ル
将
軍
ニ
生
逢
奉
ル
ゾ
、
万
民
ノ
幸
ナ
ル
。

「
異
朝
ノ
事
ナ
レ
バ
」「
異
朝
ノ
事
ハ
」
と
い
う
言
い
回
し
に
は
、
中
国
と
日
本
と
の
あ
い
だ
に
線
を
引
こ
う
と
す
る
意
識
が
透
か
し
見
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
国
故
事
は
所
詮
「
異
」
な
る
国
の
出
来
事
な
の
だ
。
前
節
で
論
じ
た
呉
越
合
戦
故
事
の
扱
い
は
、
そ
う
し

た
意
識
と
も
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

四

お
わ
り
に

以
上
、『
梅
松
論
』
が
中
国
故
事
と
の
完
全
な
る
類
比
を
目
指
し
て
い
な
い
事
例
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し

た
態
度
は
作
品
内
に
お
い
て
徹
底
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
じ
つ
は
『
太
平
記
』
同
様
の
故
事
利
用
例
も
二
箇
所
に
存
在
し
て
い

る
。
一
つ
は
、
隠
岐
に
護
送
さ
れ
る
後
醍
醐
の
様
子
を
「
昔
ノ
須
磨
ノ
ネ
ザ
メ
、
異
朝
ノ
王
昭
君
ガ
胡
地
ニ
趣
ケ
ル
馬
上
ノ
思
、
何
モ
思

召
ノ
コ
ス
方
モ
ナ
シ
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
将
軍
兄
弟
か
ら
餞
別
を
贈
ら
れ
た
少
弐
頼
尚
を
「
頼
尚
故
郷
ヘ
錦
ノ
袴

ヲ
キ
テ
帰
シ
ハ
、
異
朝
ノ
朱
買
臣
ヨ
リ
以
来
、
太
宰
少
弐
藤
原
ノ
頼
尚
ニ
テ
ゾ
ア
リ
シ
」
と
称
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
王

昭
君
が
光
源
氏
よ
り
も
後
回
し
に
さ
れ
て
い
る
点
は
、
中
国
へ
の
関
心
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
こ
と
を
物
語
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
睥
、

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」
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三



と
も
あ
れ
、
か
か
る
二
例
が
存
在
す
る
以
上
、
類
比
が
意
識
的
に
抑
制
さ
れ
て
い
た
と
い
う
短
絡
的
な
推
定
は
、
言
下
に
否
定
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
も
と
よ
り
意
識
的
で
あ
る
な
ら
、
呉
越
合
戦
に
し
ろ
、
咸
陽
宮
滅
亡
に
し
ろ
、
最
初
か
ら
話
題
に
な
ど
し
な
い
は

ず
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
な
お
、『
太
平
記
』
と
比
べ
た
場
合
、
中
国
へ
の
関
心
が
薄
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
『
梅
松
論
』
は
中
国
故

事
を
引
用
す
る
の
か
。
お
そ
ら
く
は
、『
平
家
物
語
』
や
『
太
平
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
軍
記
物
語
の
特
性
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
た
か
ら

だ
ろ
う
。「
鐵
園
精
舎
」
の
「
遠
く
異
朝
を
と
ぶ
ら
へ
ば
（
中
略
）
近
く
本
朝
を
う
か
ゞ
ふ
に
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
内
乱
を
語
る

文
学
に
と
っ
て
、「
異
朝
」
へ
の
眼
差
し
を
も
つ
こ
と
は
、
い
わ
ば
約
束
事
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
温
度
差
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
、『
梅
松
論
』
は
あ
り
あ
り
と
示
し
て
い
る
。
重
な
る
は
ず
の
も
の
を
重
ね
ず
に
お
く
と
い
う
そ
の
志
向
は
、『
源
平
盛
衰
記
』
の
故

事
引
用
態
度
睿
と
は
対
照
的
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

別
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
睾
、『
梅
松
論
』
の
熱
い
眼
差
し
は
、
む
し
ろ
本
朝
の
将
軍
史
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
と
く
に
源
頼
朝
に
集

約
さ
れ
る
治
承
寿
永
合
戦
へ
の
関
心
に
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
中
国
へ
の
眼
差
し
は
反
比
例
の
ご
と
く
勢
い
を
減
じ
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
と
き
に
「
異
朝
」
軽
視
に
ま
で
傾
い
て
い
っ
て
し
ま
う
。
上
巻
の
日
本
皇
統
解
説
の
後
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て

い
る
。伝

聞
異
朝
夏
代
ヨ
リ
大
元
ニ
至
マ
デ
代
ノ
号
十
五
世
也
。
是
ハ
面
々
其
孫
葉
一
流
ノ
惣
称
也
。
我
朝
ハ
王
孫
一
流
御
治
世
ヨ
リ
外
他
ノ
位
ヲ
マ
ジ
エ

ズ
、
誠
ニ
神
国
宝
祚
長
久
ノ
堺
也
。

王
朝
が
次
々
と
代
わ
っ
て
十
五
世
に
も
及
ん
だ
「
異
朝
」
に
対
し
、
日
本
は
「
宝
祚
長
久
ノ
堺
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。『
神
皇
正
統
記
』

の
冒
頭
部
や
後
嵯
峨
紀
の
一
節
に
も
通
じ
る
よ
う
な
、
強
い
自
負
心
が
窺
え
る
。
ま
た
、
下
巻
の
足
利
将
軍
礼
賛
記
事
に
は
、

サ
レ
バ
天
道
ハ
慈
悲
ト
賢
ト
ヲ
加
護
ス
ベ
キ
間
、
両
将
ノ
御
代
ハ
周
ノ
八
百
余
歳
ヲ
超
過
シ
、
ア
リ
ソ
海
ノ
浜
ノ
砂
ナ
リ
ト
モ
、
此
将
軍
ノ
御
子
孫

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」
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続
タ
モ
チ
給
ベ
キ
御
代
ノ
数
ニ
ハ
争
カ
可
及
。

と
あ
る
。「
周
ノ
八
百
余
歳
」
で
す
ら
、
足
利
将
軍
の
前
で
は
踏
み
台
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、「
天
道
」
が
将
軍
の

繁
栄
を
も
た
ら
す
と
明
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、『
梅
松
論
』
は
呉
越
合
戦
故
事
に
お
い
て
も
《
天
命
》
を
除
去

し
（
も
し
く
は
補
頡
せ
ず
）、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
醍
醐
還
幸
の
側
の
み
が
《
天
命
》
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ
て
い

た
。
本
筋
と
結
合
し
な
い
屈
折
し
た
呉
越
合
戦
故
事
は
、
じ
つ
は
作
中
に
お
け
る
絶
対
者
「
天
」
の
力
を
印
象
づ
け
る
た
め
の
も
の
だ
っ

た
こ
と
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
図
の
も
と
で
、「
異
朝
」
と
の
心
理
的
距
離
に
も
左
右
さ
れ
つ
つ
、『
梅
松
論
』
は
二
人
の

王
の
共
鳴
を
切
り
捨
て
る
道
を
選
び
取
っ
た
の
で
あ
る
。

註
盧

増
田
欣
氏
『『
太
平
記
』
の
比
較
文
学
的
研
究
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
）
二
六
七
頁
参
照
。

盪

引
用
は
『
神
宮
徴
古
館
本
太
平
記
』（
和
泉
書
院
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
適
宜
濁
音
や
通
行
字
体
に
書
き
換
え
、
一
部
ル
ビ
等
を
省
略
し
た
。

他
の
資
料
を
引
用
す
る
場
合
も
、
同
じ
く
表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

蘯

西
源
院
本
は
故
事
説
話
の
引
用
の
直
後
に
、「
今
木
三
郎
高
徳
此
事
ヲ
思
ナ
ズ
ラ
ヘ
テ
一
句
十
字
ノ
詩
ニ
千
般
之
思
ヲ
述
テ
竊
ニ
叡
聞
ニ
達
シ

タ
ル
智�

慮�

ノ�

程�

コ�

ソ�

浅�

カ�

ラ�

ネ�

」
と
記
す
。

盻

釜
田
喜
三
郎
氏
『
太
平
記
研
究
│
│
民
族
文
芸
の
論
│
│
』（
新
典
社
、
一
九
九
二
年
）
二
一
四
頁
、
前
掲
盧
増
田
氏
著
書
二
六
八
頁
、
お
よ

び
、
山
田
尚
子
氏
「
拡
大
す
る
范
蠡
像
│
│
商
人
と
釣
翁
│
│
」（『
和
漢
比
較
文
学
』
三
一
、
二
〇
〇
三
年
八
月
）
参
照
。
魚
腹
密
書
説
が
日

本
で
生
ま
れ
て
き
た
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、『
列
仙
伝
』『
百
詠
和
歌
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

眈

前
掲
盻
釜
田
氏
著
書
二
一
四
頁
参
照
。

眇

引
用
は
東
京
大
学
国
語
研
究
室
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
第
二
巻
上
』（
大
学
堂
書
店
）
の
解
題
で
は
、
こ

の
朗
詠
注
（
東
大
本
甲
）
は
書
陵
部
本
系
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

眄
『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
第
二
巻
上
』
一
五
頁
に
よ
れ
ば
、「
書
陵
部
本
系
諸
本
に
「
大
江
注
」
な
ど
と
し
て
引
か
れ
る
江
注
は
、
実
は
江
注

系
で
は
な
く
、
見
聞
系
の
こ
と
で
」
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
見
聞
系
は
完
本
が
少
な
く
、
魚
腹
密
書
説
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
な
お
、

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」

一
五



六
地
蔵
寺
蔵
『
和
漢
朗
詠
集
注
』
の
一
本
に
も
魚
腹
密
書
説
が
見
え
る
が
、
そ
ち
ら
で
は
単
に
「
注
ニ
ハ
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。

眩

魚
腹
密
書
の
詩
句
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
前
掲
盧
増
田
氏
著
書
二
六
七
頁
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
も
と
は
大
夫
種
の
言
葉
で
あ
っ
た
も
の
が
整

え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

眤

西
施
の
素
性
は
『
呉
越
春
秋
』
に
よ
れ
ば
「
鬻
薪
女
」
で
あ
っ
た
と
い
い
、
最
初
か
ら
呉
国
に
送
り
込
ま
れ
る
た
め
に
召
し
出
さ
れ
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

眞

引
用
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
本
の
影
印
（
汲
古
書
院
）
に
よ
る
。

眥

引
用
は
『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
第
三
巻
』
に
よ
る
。

眦
『
史
記
』
に
よ
れ
ば
出
奔
後
の
范
蠡
は
財
を
な
す
の
だ
が
、
日
本
の
文
献
は
そ
う
し
た
利
殖
家
と
し
て
の
側
面
を
あ
ま
り
描
か
な
い
よ
う
で
あ

る
。
前
掲
盻
山
田
氏
論
文
参
照
。

眛

三
田
明
弘
氏
「『
太
平
記
』
巻
第
四
「
呉
越
闘
事
」
と
中
国
に
お
け
る
呉
越
説
話
」（『
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
（
国
語
・
国
文
学

編
）』
四
四
、
一
九
九
六
年
二
月
）
は
、『
太
平
記
』
の
勾
践
像
が
「
孝
子
」「
儒
教
的
君
子
」
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
お

り
、
大
夫
種
讒
死
記
事
の
削
除
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。
な
お
、
三
田
氏
は
当
該
説
話
の
末
尾
の
「
覇
者
盟
主
」
と
い
う
語
に
、
勾

践
お
よ
び
後
醍
醐
へ
の
批
判
の
胚
胎
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

眷

前
掲
盧
の
著
書
の
な
か
で
増
田
氏
は
、
失
政
を
犯
し
た
呉
王
夫
差
が
第
二
部
の
後
醍
醐
に
重
な
る
と
論
じ
（
二
七
五
頁
）、
大
森
北
義
氏
「『
太

平
記
』
の
構
想
と
歴
史
叙
述
│
│
「
主
上
還
幸
」
か
ら
「
先
帝
重
祚
」
へ
│
│
」（
山
下
宏
明
氏
編
『
軍
記
物
語
の
生
成
と
表
現
』
所
収
、
和
泉

書
院
、
一
九
九
五
年
）
は
、
説
話
の
前
口
上
に
見
え
る
諸
侯
の
「
覇
業
」
に
つ
い
て
の
言
及
に
、
早
く
も
後
醍
醐
批
判
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と

論
じ
て
い
る
。
呉
越
合
戦
故
事
と
後
醍
醐
と
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
方
次
第
で
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を
帯
び
て
く
る
。

眸

引
用
は
「
翻
刻
・
京
大
本
梅
松
論
」（『
国
語
国
文
』
三
三
―
八
、
三
三
―
九
）
に
よ
る
。

睇

天
理
本
『
梅
松
論
』
が
「
会
稽
ノ
恥
ヲ
雪
メ
テ
」
と
書
き
換
え
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

睚

梅
松
論
作
者
は
原
太
平
記
を
見
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
小
秋
元
段
氏
『
太
平
記
・
梅
松
論
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
第
四
部

第
三
章
参
照
。

睨

前
掲
盧
増
田
氏
著
書
五
六
〜
五
七
頁
参
照
。

睫

引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」
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六



睛

流
布
本
『
梅
松
論
』
は
「
遙
に
聞
ば
か
り
な
り
」
と
す
る
。

睥
『
太
平
記
』
に
お
い
て
二
国
の
人
物
や
出
来
事
が
並
記
さ
れ
る
場
合
、
き
ま
っ
て
中
国
側
が
先
に
置
か
れ
る
。

睿

松
尾
葦
江
氏
「
源
平
盛
衰
記
と
説
話
│
│
方
法
と
し
て
の
説
話
│
│
」（『
説
話
論
集
第
二
集
・
説
話
と
軍
記
物
語
』
所
収
、
清
文
堂
出
版
、
一

九
九
二
年
）
参
照
。

睾

拙
稿
「
征
夷
大
将
軍
の
系
譜
│
│
『
梅
松
論
』
に
お
け
る
頼
朝
と
尊
氏
│
│
」（『
人
文
論
究
』
五
五
―
四
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）
参
照
。

〔
付
記
〕
東
京
大
学
国
語
研
究
室
よ
り
資
料
の
翻
刻
掲
載
の
許
可
を
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
謝
意
を
表
す
る
。

（
き
た
む
ら

ま
さ
ゆ
き
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
専
任
講
師
）

『
梅
松
論
』
に
お
け
る
「
異
朝
」

一
七


